
1 

令和 8 年 3月 

東京都建築物環境報告書制度に関するガイドライン 新旧対照表 

改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

はじめに 

１から３まで （現行のとおり） 

４ 制度に関する問合せ先 

クール・ネット東京 

「建築物環境報告書制度」専用電話番号：03(5990)5326 受付時間：平

日 9:00～17:00 

 

＊建築物環境報告書の作成等に係る制度対象事業者専用の番号です。 

 

第１章 東京都建築物環境報告書制度について 

第１ 制度創設の背景 

１及び２ （現行のとおり） 

３ 新築建築物を対象とする制度の強化・拡充 

都はこれまで、新築建築物への対策として、大規模新築建築物（延べ面

積 2,000 ㎡以上）に対して、「建築物環境計画書制度」を運用してきた。

2030 年のカーボンハーフ実現に向けたギアをさらに引き上げるため、令

和４年 12 月に条例を改正し、当該制度の強化を行うとともに、新築建物

における年間着工棟数の 98％（住宅は 90％）を占める中小規模建築物（延

べ面積 2,000 ㎡未満）を対象に、断熱・省エネ性能の確保や太陽光発電設

備の設置等を義務付ける「建築物環境報告書制度」（以下「本制度」とい

う。）を令和７年度より施行した（図２）。これにより、これまでの大規模

新築建築物に加え、新たに中小規模新築建築物への対策を推進すること

で、脱炭素化やレジリエンス向上を一層促進していく。 

これらの新築建築物を対象とする制度の強化・拡充は、2030 年までに

はじめに 

１から３まで （略） 

４ 制度に関する問い合わせ先 

ワンストップ相談窓口（クール・ネット東京） 

電話番号：03(5990)5236 受付時間：平日 9:00～17:00 

 

 

 

 

第１章 東京都建築物環境報告書制度について 

第１ 制度創設の背景 

１及び２ （略） 

３ 新築建築物を対象とする制度の強化・拡充 

都はこれまで、新築建築物への対策として、大規模新築建築物（延べ面

積 2,000 ㎡以上）に対して、「建築物環境計画書制度」を運用してきた。

2030 年のカーボンハーフ実現に向けたギアをさらに引き上げるため、令

和４年 12 月に条例を改正し、当該制度の強化を行うとともに、新築建物

における年間着工棟数の 98％（住宅は 90％）を占める中小規模建築物（延

べ面積 2,000 ㎡未満）を対象に、断熱・省エネ性能の確保や太陽光発電設

備の設置等を義務付ける「建築物環境報告書制度」（以下「本制度」とい

う。）を新たに創設した（図２）。これにより、これまでの大規模新築建築

物に加え、新たに中小規模新築建築物への対策を推進することで、脱炭素

化やレジリエンス向上を一層促進していく。 

これらの新築建築物を対象とする制度の強化・拡充は、2030 年までに
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新築戸建住宅の６割に太陽光パネルの設置を目指す国の目標とも軌を一

にするものであり、都は都民・事業者と一体となって取り組んでいく。 

 

【図２】 （現行のとおり） 

 

第２ 制度の概要 

１ 制度の義務対象者 

延べ面積 2,000 ㎡未満の中小規模の新築建築物（住宅及び住宅以外の建

築物）を、都内において年間に延べ面積の合計で 20,000 ㎡以上建設等す

る建物供給事業者を、本制度における義務の対象者とする。これにより、

都内における年間新築着工棟数の半数程度がその対象となる想定である。 

 

 

２ （現行のとおり） 

 

第２章 東京都建築物環境報告書制度に関する各事項の説明 

第１ 制度の対象建築物 

１ （現行のとおり） 

２ 制度の対象から除く建築物の種類 

（現行のとおり） 

（１） （現行のとおり） 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27年法律

第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）第 20条第１号から第３号

までのいずれかに該当する建築物 

第１号：居室なし又は高い開放性を有する建築物（自動車駐車場等） 

第２号：文化財等の原型を再現する建築物 

新築戸建住宅の６割に太陽光パネルの設置を目指す国の目標とも軌を一

にするものであり、都は都民・事業者と一体となって取り組んでいく。 

 

【図２】 （略） 

 

第２ 制度の概要 

１ 制度の義務対象者 

延べ面積 2,000 ㎡未満の中小規模の新築建築物（住宅及び住宅以外の建築

物）を、都内において年間に延べ面積の合計で 20,000 ㎡以上建設等する建

物供給事業者（特定供給事業者）を、本制度における義務の対象者とする。

これにより、都内における年間新築着工棟数の半数程度がその対象となる想

定である。 

 

２ （略） 

 

第２章 東京都建築物環境報告書制度に関する各事項の説明 

第１ 制度の対象建築物 

１ （略） 

２ 制度の対象から除く建築物の種類 

  （略） 

（１） （略） 

（２）建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成 27年法律

第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）第 18条※第１号から第３

号までのいずれかに該当する建築物 

第１号：居室なし又は高い開放性を有する建築物（自動車駐車場等） 

第２号：文化財等の原型を再現する建築物 
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第 3号：仮設建築物 

 

（参考）建築物省エネ法第 20 条 

第１号 （現行のとおり） 

第２号 （現行のとおり） 

第３号 （現行のとおり） 

 

 

（３） （現行のとおり） 

 

第２ 制度の対象者 

１ 建物供給事業者 

（１）及び（２） （現行のとおり）  

 

【図３ 制度対象者のイメージ】 

図（現行のとおり） 

※ ここでは代表的な事例を示しており、建設等する建築物の制度対象者が

どの者であるかは、建築主と施工者の請負契約の内容等、実態に応じて判

断することになる。 

※ なお、規格を定める建築主又は工事施工者のいずれかが制度対象者とな

り、単に設計のみを行う設計者は制度対象者とはならない。 

 

２ 特定供給事業者 

（１）特定供給事業者とは 

建物供給事業者のうち、次に該当する者は特定供給事業者となり、都

が定める基準への適合や環境性能の説明、建築物環境報告書の提出等が

第 3号：仮設建築物 

 

（参考）建築物省エネ法第 18 条※ ※令和７年４月１日に「第 20 条」に改

正 

第１号 （略） 

第２号 （略） 

第３号 （略） 

 

（３） （略） 

 

第２ 制度の対象者 

１ 建物供給事業者 

（１）及び（２） （略） 

 

【図３ 制度対象者のイメージ】 

図（略） 

※ ここでは代表的な事例を示しており、建設等する建築物の制度対象者が

どの者であるかは、建築主と施工者の請負契約の内容等、実態に応じて判断

することになる。 

（新設） 

 

 

２ 特定供給事業者 

（１）特定供給事業者とは 

建物供給事業者のうち、１年間に都内において建設等する中小規模特

定建築物（１棟当たりの延べ面積が 2,000 ㎡未満の規格建築物（本制度
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義務付けられる※。 

① １年間に都内において建設等する中小規模特定建築物（１棟当たり

の延べ面積が 2,000 ㎡未満の規格建築物（本制度の対象外である種

類の建築物を除く。）をいう。）の延べ面積の合計（以下「都内年間

供給面積」という。）が 20,000 ㎡以上である者 

② 都内年間供給面積が 5,000 ㎡以上 20,000 ㎡未満であり、都へ申請

し、承認を受けた者（任意参加者、次項で解説） 

（中略） 

義務対象者となる供給規模（都内年間供給面積 20,000 ㎡以上）は、

国や都の目標達成に向けて最小限の規模とするとともに、住宅の省エネ

性能を牽引する国の住宅トップランナー制度との整合性を図っている。

当該供給規模の建物供給事業者は、新築建築物の環境性能の決定に大き

な役割を担っていることから、本制度の義務対象者とすることで、断熱・

省エネ、再エネ等の環境性能の向上に大きく寄与することを期待するも

のである。 

※ 都内年間供給面積が 20,000 ㎡以上である年度又は任意参加する年度に

おいて建設等する中小規模特定建築物に対し、都が定める基準への適合

及び環境性能の説明を行い、その翌年度の９月末までに建築物環境報告

書を提出する。（図４） 

 

（２）及び（３） （現行のとおり） 

 

３ 制度への任意参加（任意参加者） 

（１） （現行のとおり） 

（２）複数の建物供給事業者の連名による任意参加 

次の①及び②の要件に該当する複数の建物供給事業者は、連名で都へ

の対象外である種類の建築物を除く。）をいう。）の延べ面積の合計（以

下「都内年間供給面積」という。）が 20,000 ㎡以上である特定供給事業

者に対し、都が定める基準への適合や環境性能の説明、建築物環境報告

書の提出等を義務付ける※。 

 

（新設） 

 

（中略） 

特定供給事業者となる供給規模（都内年間供給面積 20,000 ㎡以上）は、

国や都の目標達成に向けて最小限の規模とするとともに、住宅の省エネ性

能を牽引する国の住宅トップランナー制度との整合性を図っている。当該

供給規模の建物供給事業者は、新築建築物の環境性能の決定に大きな役割

を担っていることから、本制度の義務対象者とすることで、断熱・省エネ、

再エネ等の環境性能の向上に大きく寄与することを期待するものである。 

※ 都内年間供給面積が 20,000 ㎡以上である年度において建設等する中小規

模特定建築物に対し、都が定める基準への適合及び環境性能の説明を行い、

その翌年度の９月末までに建築物環境報告書を提出する（図４） 

 

 

 

（２）及び（３） （略） 

 

３ 制度への任意参加（任意参加者） 

（１） （略） 

（２）複数の建物供給事業者の連名による任意参加 

次の①及び②の要件に該当する複数の建物供給事業者は、連名で都へ
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申請し、承認を受けることにより、特定供給事業者として制度へ参加す

ることができる。 

① 本章第２の１に示す建物供給事業者の都内年間供給面積が 5,000㎡

未満であること。 

② 複数の建物供給事業者の都内年間供給面積の合計が 5,000㎡以上で

あること。 

この場合、複数の建物供給事業者を特定供給事業者として承認するた

め、当該複数の建物供給事業者が建設等する中小規模特定建築物全体を

対象に、基準への適合状況等を判断することとなる。 

 

【表２】 （現行のとおり） 

 

（３）任意参加するための手続 

（現行のとおり） 

①（現行のとおり） 

②申請期間 

承認申請は、任意参加を希望する年度の前年度の 10月１日から※、

任意参加を希望する年度の翌年度の７月末までに行う（任意参加を希望

する年度が始まる前、年度の途中、年度の終了後のいずれかのタイミン

グで申請ができる。）。 

※ 令和７年度に任意参加を希望する場合は、令和７年４月から受付

開始 

③都の承認 

都は、申請書の内容を確認し、任意参加の要件（延べ面積）に該当す

ることが確認できた申請者を特定供給事業者として（複数の建物供給事

業者が連名で申請した場合は、当該事業者を１の特定供給事業者とし

申請し、承認を受けることにより、特定供給事業者として制度へ参加す

ることができる。 

① １の建物供給事業者の都内年間供給面積が 5,000㎡未満であるこ 

と 

② 複数の建物供給事業者の都内年間供給面積の合計が 5,000㎡以上

であること 

この場合、複数の建物供給事業者を特定供給事業者として承認するた

め、当該複数の建物供給事業者が建設等する中小規模特定建築物全体を

対象に、基準への適合状況等を判断することとなる。 

 

【表２】 （略） 

 

（３） 任意参加するための手続 

（略） 

①（略） 

②申請期間 

承認申請は、任意参加を希望する年度の前年度の 10月１日から※、

任意参加を希望する年度の翌年度の７月末までに行う。（任意参加を

希望する年度が始まる前、年度の途中、年度の終了後のいずれかのタ

イミングで申請ができる。）。 

※ 令和７年度に任意参加を希望する場合は、令和７年４月から受

付開始予定 

③都の承認 

都は、申請書の内容を確認し、任意参加の要件（延べ面積）に該当

することが確認できた申請者を特定供給事業者として（複数の建物供

給事業者が連名で申請した場合は、当該事業者を１の特定供給事業者
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て）承認する。建築物環境報告書の提出は、本承認の後に行うものとす

る。 

なお、承認後は都のホームページで事業者名及び参加年度を公表す

る。 

（削除） 

 

【図５】（現行のとおり） 

（４）面積要件に該当しなくなった場合の取扱い 

都の承認後、任意参加する年度の都内年間供給面積が（１）及び（２）

に記載する面積要件に該当しなくなった場合も、特定供給事業者承認は

有効であり、当該事業者は特定供給事業者として任意参加をすることが

できる。ただし、都内年間供給面積が 20,000 ㎡以上となった事業者は、

任意参加者ではなく義務対象者として、制度の対象となる。 

 

 

（５）変更及び取下げの手続 

（現行のとおり） 

 

４ 建築物環境報告書の任意提出（任意提出者） 

特定供給事業者以外の建物供給事業者は、都内に建設等した中小規模特

定建築物について、建築物環境報告書を任意に作成し、都へ提出すること

ができる。 

任意提出者には都が定める基準への適合及び環境性能の説明は義務付

けられないが、建築物環境報告書におけるこれらの取組状況の記載や報告

書の記載内容を示す書類等の保管、提出した報告書の都による公表につい

ては、特定供給事業者と同様の取扱となる（建築物環境報告書の詳細は本

として）承認する。 

なお、承認後は都のホームページで事業者名及び参加年度を公表す

る。 

 

＊任意参加する場合、建築物環境報告書は都の承認後に提出すること。 

 

【図５】（略） 

（４）面積要件に該当しなくなった場合の取扱 

都の承認後、任意参加する年度の都内年間供給面積が（１）及び（２）

に記載する面積要件に該当しなくなった場合も、特定供給事業者承認は

有効であり、当該事業者は特定供給事業者として任意参加をすることが

できる。 

ただし、都内年間供給面積が 20,000 ㎡以上となった事業者は、任意

参加者ではなく通常の特定供給事業者として、制度の対象となる。 

 

（５）変更及び取下げの手続き 

（略） 

 

４ 建築物環境報告書の任意提出（任意提出者） 

特定供給事業者（都が承認した特定供給事業者（任意参加者）を含む。

以下同じ。）以外の建物供給事業者は、都内に建設等した中小規模特定建

築物について、建築物環境報告書を任意に作成し、都へ提出することがで

きる。 

任意提出者には都が定める基準への適合及び環境性能の説明は義務付

けられないが、建築物環境報告書におけるこれらの取組状況の記載や報告

書の記載内容を示す書類等の保管、提出した報告書の都による公表につい
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章第８参照）。 

 

 

【表３】及び【図６】（現行のとおり） 

 

第３ 省エネルギー性能基準及び誘導すべき同基準 

１ 省エネルギー性能基準 

特定供給事業者は、建設等する中小規模特定建築物について、都が定める

省エネルギー性能基準に適合するよう措置を講じなければならない（適合義

務）。特定供給事業者が建設等する建築物において措置を講じなければなら

ないものであるため、当該建築物を建築主や購入者へ引き渡す時までに措置

することが必要である（「２ 誘導すべき省エネルギー性能基準」及び本章

第４及び第５に示す各基準においても同様）。 

省エネルギー性能基準は、建築物の用途別に、「建築物の熱負荷の低減に

関する基準（以下「断熱性能の基準」という。）」及び「設備システムのエネ

ルギー利用の低減に関する基準（以下「省エネ性能の基準」という。）」を定

めている。各基準は、建築物省エネ法に定める指標であるＵＡ値やＢＥＩ等

を用いており、建設等する建築物におけるこれらの値は同法に定める計算方

法に基づき算定する。 

なお、国の住宅トップランナー基準との整合を図るため、令和８年度及び

令和９年度に基準の見直しを予定している。 

また、今後も「（参考）脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ

対策等のあり方・進め方に関するロードマップ（2021.8）」（以下「国のロー

ドマップ」という。）等を参考に、住宅トップランナー基準の見直し等に応

じて見直していく。 

 

ては、特定供給事業者と同様の取扱となる（建築物環境報告書の詳細は本

章第８参照）。 

 

【表３】及び【図６】（略） 

 

第３ 省エネルギー性能基準及び誘導すべき同基準 

１ 省エネルギー性能基準 

特定供給事業者は、建設等する中小規模特定建築物について、都が定める

省エネルギー性能基準に適合するよう措置を講じなければならない（適合義

務）。特定供給事業者が建設等する建築物において措置を講じなければなら

ないものであるため、当該建築物を建築主や購入者へ引き渡す時までに措置

することが必要である（「２ 誘導すべき省エネルギー性能基準」及び本章

第４及び第５に示す各基準においても同様）。 

省エネルギー性能基準は、建築物の用途別に、「建築物の熱負荷の低減に関

する基準（以下「断熱性能の基準」という。）」及び「設備システムのエネル

ギー利用の低減に関する基準（以下「省エネ性能の基準」という。）」を定め

ている。各基準は、建築物省エネ法に定める指標であるＵＡ値やＢＥＩ等を

用いており、建設等する建築物におけるこれらの値は同法に定める計算方法

に基づき算定する。 
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

（１）住宅の用途における省エネルギー性能基準 

（現行のとおり） 

①及び②（現行のとおり） 

 

【表４－１ 省エネルギー性能基準（令和７年度）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設工事

業者が建設する請負型一戸

建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦

0.8 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主が

新築する分譲型一戸建て規

格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦

0.85 

分譲共同住宅、賃貸共同住

宅 

(特定共同住宅等建築主又は

特定共同住宅等建設工事業

者が建設等する長屋又は共

同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦0.9 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(Ｕ

Ａ) 

≦0.87 ※１ 

又は住宅仕様基準に適

合※２ 

住宅用途ＢＥＩ※３≦1.0 

又は住宅仕様基準に適合※４ 

（削除） 

 

 

（１）住宅の用途における省エネルギー性能基準 

（略） 

①及び②（略） 

 

【表４ 省エネルギー性能基準※１】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て建設工事業者

が建設する請負型一戸建て

規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※２ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※４≦0.8 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主が

新築する分譲型一戸建て規

格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※２ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※４≦

0.85 

分譲共同住宅、賃貸共同住

宅 

(特定共同住宅等建築主又は

特定共同住宅等建設工事業

者が建設等する長屋又は共

同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※２ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※４≦0.9 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(Ｕ

Ａ) 

≦0.87 ※２ 

又は住宅仕様基準に適

合※３ 

住宅用途ＢＥＩ※４≦1.0 

又は住宅仕様基準に適合※５ 

※１ 基準は、「（参考）脱炭素社会に向けた住宅・建築物における省エネ対策等のあり方・進め方に

関するロードマップ（2021.8）」（以下「国のロードマップ」という。）等を参考に、住宅トップラ

ンナー基準の見直し等に応じて見直していく。 
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

※１ 地域区分４（檜原村、奥多摩町）における住宅は、外皮平均熱貫流率(ＵＡ)≦0.75 

※２ 住宅仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※３ 「住宅用途ＢＥＩ」は住宅部分の設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を

除く。）を住宅部分の基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除し

て得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネルギー利用効

率化設備による削減量を含めて算定することができる。また、共同住宅においては、共用部分の

一次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※４ 住宅仕様基準第２項に適合すること。 

 

【表４－２ 省エネルギー性能基準（令和８年度、下線部は見直し箇所）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設工

事業者が建設する請負型

一戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦0.8 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主

が新築する分譲型一戸建

て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦0.85 

賃貸共同住宅 

(特定共同住宅等建設工事

業者が建設する長屋又は

共同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ※３≦0.9 

分譲共同住宅 

(特定共同住宅等建築主が

新築する長屋又は共同住

宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※４≦

0.8 

※２ 地域区分４（檜原村、奥多摩町）における住宅は、外皮平均熱貫流率(ＵＡ)≦0.75 

※３ 住宅仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※４ 住宅用途ＢＥＩは住宅部分の設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除

く。）を住宅部分の基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除して

得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネルギー利用効率

化設備による削減量を含めて算定することができる。また、共同住宅においては、共用部分の一

次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※５ 住宅仕様基準第２項に適合すること。 

 

（新設） 
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

又は住宅仕様基準に適合※２ 

住宅用途ＢＥＩ※３≦1.0 

又は住宅仕様基準に適合※５ 

※１ 地域区分４（檜原村、奥多摩町）における住宅は、外皮平均熱貫流率(ＵＡ)≦0.75 

※２ 住宅仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※３ 「住宅用途ＢＥＩ」は住宅部分の設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を

除く。）を住宅部分の基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除し

て得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネルギー利用効

率化設備による削減量を含めて算定することができる。また、共同住宅においては、共用部分の

一次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※４ 「住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネルギーを除く。）」は誘導設計一次エネルギー消費量（その他

一次エネルギー消費量を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネル

ギー消費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光

発電設備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできない（コージ

ェネレーション設備に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネルギー消費

量を算定に含めないことができる。 

※５ 住宅仕様基準第２項に適合すること。 

 

【表４－３ 省エネルギー性能基準（令和９年度以降、下線部は見直し箇

所）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ

ラ
ン
ナ
ー
事

業
者
が
建
設

等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設

工事業者が建設する請

負型一戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生

可能エネルギーを除く。）

※４≦0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築

主が新築する分譲型一

戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生

可能エネルギーを除く。）

※４≦0.8 

賃貸共同住宅 

(特定共同住宅等建設工

事業者が建設する長屋

又は共同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※４≦

0.8 

分譲共同住宅 

(特定共同住宅等建築主

が新築する長屋又は共

同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※４≦

0.8 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

又は住宅仕様基準に適合※２ 

住宅用途ＢＥＩ※３≦1.0 

又は住宅仕様基準に適合※５ 

※１ 地域区分４（檜原村、奥多摩町）における住宅は、外皮平均熱貫流率(ＵＡ)≦0.75 

※２ 住宅仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※３ 「住宅用途ＢＥＩ」は住宅部分の設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を

除く。）を住宅部分の基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）で除し

て得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネルギー利用効

率化設備による削減量を含めて算定することができる。また、共同住宅においては、共用部分の

一次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※４ 「住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネルギーを除く。）」は誘導設計一次エネルギー消費量（その他

一次エネルギー消費量を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネル

ギー消費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光

発電設備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできない（コージ

ェネレーション設備に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネルギー消費

量を算定に含めないことができる。 

※５ 住宅仕様基準第２項に適合すること。 
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

 

【図７】（現行のとおり） 

 

≪共同住宅における省エネルギー性能基準の考え方≫ 

① （現行のとおり） 

②省エネ性能の基準（住宅用途ＢＥＩ） 

「その他の住宅」に該当する場合は、１棟ごとに基準に適合することが

必要であるため、同一住棟における住宅部分全体の基準・設計一次エネル

ギー消費量から住宅用途ＢＥＩを算定し、基準に適合する必要がある。「住

宅トップランナー事業者が建設等する住宅」の「分譲共同住宅、賃貸共同

住宅」の区分に該当する場合は、当該区分に該当する住宅部分全体の基準・

設計一次エネルギー消費量から住宅用途ＢＥＩを算定し、基準に適合する

必要がある。表４の注記にも記載のとおり、共同住宅においては、共用部

分の一次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

なお、建築物環境報告書への記入は住棟単位となることから、同一住棟

における住宅部分全体の基準・設計一次エネルギー消費量をそれぞれ記入

する。 

 

（２）住宅以外の用途における省エネルギー性能基準 

住宅以外の用途の基準は、用途で区分し、建築物省エネ法の省エネルギー

基準と同水準で設定している。 

なお、建築物省エネ法の省エネルギー基準との整合を図るため、令和８年

度に基準の見直しを予定している。 

また、今後も国のロードマップ等を参考に見直していく。 

 

 

 

【図７】（略） 

 

≪共同住宅における省エネルギー性能基準の考え方≫ 

① （略） 

②省エネ性能の基準（住宅用途ＢＥＩ） 

「その他の住宅」に該当する場合は、１棟ごとに基準に適合することが

必要であるため、同一住棟における住宅部分全体の基準・設計一次エネル

ギー消費量から住宅用途ＢＥＩを算定し、基準に適合する必要がある。「住

宅トップランナー事業者が建設等する住宅」の「分譲共同住宅、賃貸共同

住宅」の区分に該当する場合は、当該区分に該当する住宅部分全体の基準・

設計一次エネルギー消費量から住宅用途ＢＥＩを算定し、基準に適合する

必要がある。表４※４にも記載のとおり、共同住宅においては、共用部分

の一次エネルギー消費量を算定に含めないことができる。 

なお、建築物環境報告書への記入は住棟単位となることから、同一住棟

における住宅部分全体の基準・設計一次エネルギー消費量をそれぞれ記入

する。 

 

（２）住宅以外の用途における省エネルギー性能基準 

住宅以外の用途の基準は、用途で区分し、建築物省エネ法の省エネルギー基

準と同水準で設定している。 
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①及び②（現行のとおり） 

 

【表５－１ 省エネルギー性能基準（令和７年度）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

事務所等、ホテル等、病院等、

百貨店等、学校等、飲食店等、

集会所等 

ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦1.0 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※２≦1.0 

（削除） 

※１ ＢＰＩは、ＰＡＬ＊（屋内周囲空間（ペリメーターゾーン）の年間熱負荷÷屋内周囲空間の床

面積の合計）の値を、用途ごとに定められたＰＡＬ＊基準値で除した値をいう。 

※２ 非住宅用途ＢＥＩは、非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消

費量を除く。）を非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除

く。）で除して得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネル

ギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することができる。 

 

【表５－２ 省エネルギー性能基準（令和８年度以降、下線部は見直し箇

所）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

小規模 

(延べ面積300㎡

未満） 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※２≦1.0 

工場等以外の用途 ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦1.0 

①及び②（略） 

 

【表５ 省エネルギー性能基準※1】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

事務所等、ホテル等、病院等、

百貨店等、学校等、飲食店等、

集会所等 

ＢＰＩ※２≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※３≦1.0 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※３≦1.0 

※１ 基準は、国のロードマップ等を参考に見直していく。 

※２ ＢＰＩは、ＰＡＬ＊（屋内周囲空間（ペリメーターゾーン）の年間熱負荷÷屋内周囲空間の床

面積の合計）の値を、用途ごとに定められたＰＡＬ＊基準値で除した値をいう。 

※３ 非住宅用途ＢＥＩは、非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消

費量を除く。）を非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除

く。）で除して得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネルギ

ー利用効率化設備による削減量を含めて算定することができる。 

 

（新設） 
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中規模 

(延べ面積300㎡

以上2,000㎡未満 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.75 

事務所等、学校等、ホテ

ル等、百貨店等 
ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 

病院等、集会所等、

飲食店等 
ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.85 

※１ ＢＰＩは、ＰＡＬ＊（屋内周囲空間（ペリメーターゾーン）の年間熱負荷÷屋内周囲空間の床

面積の合計）の値を、用途ごとに定められたＰＡＬ＊基準値で除した値をいう。 

※２ 非住宅用途ＢＥＩは、非住宅部分に係る設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消

費量を除く。）を非住宅部分に係る基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除

く。）で除して得た値をいう。設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネル

ギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することができる。 

 

（３）（現行のとおり） 

 

２ 誘導すべき省エネルギー性能基準 

特定供給事業者は、建設等する中小規模特定建築物について、都が定め

る誘導すべき省エネルギー性能基準に適合するための措置を講じるよう

努めなければならない（努力義務）。 

誘導すべき省エネルギー性能基準は、省エネルギー性能基準と同様に、

建築物の用途別に断熱性能の基準及び省エネ性能の基準について、国が示

している遅くとも 2030 年までに到達すべき水準と同水準で定めている

（令和７年度基準）。 

（１）住宅の用途における誘導すべき省エネルギー性能基準 

住宅の用途の基準は、省エネルギー性能基準と同様に、国の住宅トッ

プランナー事業者が建設等する住宅に適用する基準と、住宅トップラン

ナー事業者以外が建設等する住宅に適用する基準に分けて設定してい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）（略） 

 

２ 誘導すべき省エネルギー性能基準 

特定供給事業者は、建設等する中小規模特定建築物について、都が定め

る誘導すべき省エネルギー性能基準に適合するための措置を講じるよう

努めなければならない（努力義務）。 

誘導すべき省エネルギー性能基準は、省エネルギー性能基準と同様に、

建築物の用途別に断熱性能の基準及び省エネ性能の基準について、国が示

している遅くとも 2030 年までに到達すべき水準と同水準で定めている。 

 

（１）住宅の用途における誘導すべき省エネルギー性能基準 

住宅の用途の基準は、省エネルギー性能基準と同様に、国の住宅トッ

プランナー事業者が建設等する住宅に適用する基準と、住宅トップラン

ナー事業者以外が建設等する住宅に適用する基準に分けて設定してい

る。 
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る。 

前者の基準は 2030年までに到達すべき住宅トップランナー基準と同

水準で、後者は 2030 年までに到達すべき省エネルギー基準（現行の建

築物省エネ法の誘導基準）と同水準で設定している。 

なお、省エネルギー性能基準の引上げに合わせ、令和８年度及び令和

９年度に基準の見直しを予定している。 

また、今後も国のロードマップ等を参考に見直していく。 

 

① 及び②（現行のとおり） 

 

【表６－１ 誘導すべき省エネルギー性能基準（令和７年度）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設工事

業者が建設する請負型一戸

建て規格住宅) 

（現行のとおり） 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.75 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主が

新築する分譲型一戸建て規

格住宅) 

（現行のとおり） 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.8 

分譲共同住宅、賃貸共同住

宅 

(特定共同住宅等建築主又は

特定共同住宅等建設工事業

者が建設等する長屋又は共

同住宅) 

（現行のとおり） 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.8 

前者の基準は 2030年までに到達すべき住宅トップランナー基準と同

水準で、後者は 2030 年までに到達すべき省エネルギー基準（現行の建

築物省エネ法の誘導基準）と同水準で設定している。 

 

 

 

 

①及び②（略） 

 

【表６ 省エネルギー性能基準※】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て建設工事業者

が建設する請負型一戸建て

規格住宅) 

（略） 

建設等する当該区分の住宅

の 

平均住宅用途ＢＥＩ※２≦

0.75 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主が

新築する分譲型一戸建て規

格住宅) 

（略） 

建設等する当該区分の住宅

の 

平均住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 

分譲共同住宅、賃貸共同住

宅 

(特定共同住宅等建築主又は

特定共同住宅等建設工事業

者が建設等する長屋又は共

同住宅) 

（略） 

建設等する当該区分の住宅

の 

平均住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 
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その他の住宅 

（上記以外の住宅） 
（現行のとおり） 

住宅用途ＢＥＩ（再生可能エ

ネルギーを除く。）※２≦0.8 

又は住宅誘導仕様基準※３に適

合 

（削除） 

 

※１ 住宅誘導仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※２ 住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネルギーを除く。）は住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量

（その他一次エネルギー消費量を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定で

は、太陽光発電設備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできな

い（コージェネレーション設備に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネ

ルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※３ 住宅誘導仕様基準第２項に適合すること。 

 

【表６－２ 誘導すべき省エネルギー性能基準（令和８年度、下線部は見直

し箇所）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が

建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設工

事業者が建設する請負型

一戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率（ＵＡ） 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.75 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築主

が新築する分譲型一戸建

て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率（ＵＡ） 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.8 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 
（略） 

住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 

又は住宅誘導仕様基準※３に

適合 

 

※１基準は、国のロードマップ等を参考に、住宅トップランナー基準の見直し等に応じて見直して

いく。 

※２ 住宅誘導仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※３ 住宅用途ＢＥＩは住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量

を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。）

で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設備等のエネル

ギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできない（コージェネレーション設備

に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネルギー消費量を算定に含めない

ことができる。 

※４ 住宅誘導仕様基準第２項に適合すること。 

 

（新設） 
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賃貸共同住宅 

(特定共同住宅等建設工事

業者が建設する長屋又は

共同住宅) 

外皮平均熱貫流率（ＵＡ） 

≦0.60 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.8 

分譲共同住宅 

(特定共同住宅等建築主が

新築する長屋又は共同住

宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.46 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.7 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.60 

又は住宅仕様基準に適合※1 

住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネ

ルギーを除く。）※２≦0.8 

又は住宅仕様基準に適合※3 

※１ 住宅誘導仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※２ 住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネルギーを除く。）は住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量

（その他一次エネルギー消費量を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定で

は、太陽光発電設備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできな

い（コージェネレーション設備に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネ

ルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※３ 住宅誘導仕様基準第２項に適合すること。 

 

【表６－３ 誘導すべき省エネルギー性能基準（令和９年度以降、下線部は

見直し箇所）】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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住
宅
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
事
業
者
が
建
設
等
す
る
住
宅 

注文戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建設

工事業者が建設する請

負型一戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.46 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生

可能エネルギーを除く。）※

２≦0.65 

分譲戸建住宅 

(特定一戸建て住宅建築

主が新築する分譲型一

戸建て規格住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.46 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生

可能エネルギーを除く。）※

２≦0.7 

賃貸共同住宅 

(特定共同住宅等建設工

事業者が建設する長屋

又は共同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.46 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.7 

分譲共同住宅 

(特定共同住宅等建築主

が新築する長屋又は共

同住宅) 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.46 

建設等する当該区分の住宅の 

平均住宅用途ＢＥＩ（再生可

能エネルギーを除く。）※２≦

0.7 

その他の住宅 

（上記以外の住宅） 

外皮平均熱貫流率(ＵＡ) 

≦0.87 ※１ 

又は住宅仕様基準に適合※２ 

住宅用途ＢＥＩ（再エネ除く）

※２≦0.8 

又は住宅仕様基準に適合※3 

※１ 住宅誘導仕様基準第１項（１）、（２）及び（３）イに適合すること。 

※２ 住宅用途ＢＥＩ（再生可能エネルギーを除く。）は住宅部分の誘導設計一次エネルギー消費量

（その他一次エネルギー消費量を除く。）を住宅部分の誘導基準一次エネルギー消費量（その他一

次エネルギー消費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定で

は、太陽光発電設備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできな

い（コージェネレーション設備に限り算定可）。また、共同住宅においては、共用部分の一次エネ

ルギー消費量を算定に含めないことができる。 

※３ 住宅誘導仕様基準第２項に適合すること。 

 

（２）及び（３）（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）及び（３）（略） 
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【表７ 誘導すべき省エネルギー性能基準※１】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー 

利用の低減に関する基準 

（省エネ性能の基準） 

小規模 

(延べ面積300㎡

未満） 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 

工場等以外の用途 ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.8 

中規模 

(延べ面積300㎡

以上2,000㎡未

満) 

工場等 基準なし 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.6 

事務所等、学校等 ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.6 

ホテル等、病院等、

百貨店等、飲食店

等、集会所等 

ＢＰＩ※１≦1.0 非住宅用途ＢＥＩ※２≦0.7 

（削除） 

※１ 表５のＢＰＩと同じ。 

※２ 非住宅用途ＢＥＩは非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギ

ー消費量を除く。）を非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消

費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設

備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできない（コージェネレ

ーション設備に限り算定可）。 

 

（参考） （現行のとおり） 

 

第４ 再生可能エネルギー利用設備設置基準及び誘導すべき同基準 

１ 再生可能エネルギー利用設備設置基準 

  （現行のとおり） 

【表７ 誘導すべき省エネルギー性能基準※１】 

区分 

建築物の熱負荷の 

低減に関する基準 

（断熱性能の基準） 

設備システムのエネルギー利用の 

低減に関する基準（省エネ性能の基準） 

延べ面積が300㎡ 

未満の場合 

延べ面積が300㎡ 

以上の場合 

事務所等 

学校等 
ＢＰＩ※２≦1.0 

非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.8 

非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.6 

ホテル等 

病院等 

百貨店等 

飲食店等 

集会所等 

ＢＰＩ※２≦1.0 
非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.8 

非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.7 

工場等 基準なし 
非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.8 

非住宅用途ＢＥＩ※３ 

≦0.6 

※１ 基準は、国のロードマップ等を参考に見直していく。 

※２ 表５のＢＰＩと同じ。 

※３ 非住宅用途ＢＥＩは非住宅部分に係る誘導設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギ

ー消費量を除く。）を非住宅部分に係る誘導基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消

費量を除く。）で除して得た値をいう。誘導設計一次エネルギー消費量の算定では、太陽光発電設

備等のエネルギー利用効率化設備による削減量を含めて算定することはできない（コージェネレ

ーション設備に限り算定可）。 

 

（参考） （略） 

 

第４ 再生可能エネルギー利用設備設置基準及び誘導すべき同基準 

１ 再生可能エネルギー利用設備設置基準 

  （略） 
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（１）及び（２） （現行のとおり） 

（３）算定除外可能建築物 

（現行のとおり） 

①（ア）又は（イ）に該当する２ｋＷ相当の太陽光発電設備の設置が物

理的に困難である中小規模特定建築物※１ 

（ア）傾斜又は方位が異なる南面等屋根※２が１つ以下である場合 

南面等屋根※２の水平投影面積が 20㎡未満の中小規模特定建築 

物 

（イ） （現行のとおり） 

②（現行のとおり） 

（４）から（９）まで （現行のとおり） 

 

２ （現行のとおり） 

 

３ 再生可能エネルギー利用設備設置基準及び誘導すべき同基準に適合す

るための措置の考え方 

（１） （現行のとおり） 

（２）太陽光発電設備以外の再エネ利用設備の設置 

（中略） 

再生可能エネルギー熱利用設備等における年間推定熱利用量の算定の

考え方は、「東京都建築物環境計画書制度に基づく再生可能エネルギー利

用設備設置基準ガイドライン」に詳細を記載している。（https://green-

building-pgm.metro.tokyo.lg.jp/KSB00101?seidoId=1） 

その中から、太陽熱利用設備の算定方法について以下に抜粋し記載す

る。 

（後略） 

（１）及び（２） （略） 

（３）算定除外可能建築物 

（略） 

①（ア）又は（イ）に該当する２ｋＷ相当の太陽光発電設備の設置が物

理的に困難である中小規模特定建築物※１ 

（ア）傾斜又は方位が異なる南面等屋根※２が１つである場合 

南面等屋根※２の水平投影面積が 20㎡未満の中小規模特定建築 

物 

（イ） （略） 

② （略） 

（４）から（９）まで （略） 

 

２ （略） 

 

３ 再生可能エネルギー利用設備設置基準及び誘導すべき同基準に適合す

るための措置の考え方 

（１） （略） 

（２）太陽光発電設備以外の再エネ利用設備の設置 

（中略） 

再生可能エネルギー熱利用設備等における年間推定熱利用量の算定の

考え方は、「東京都建築物環境計画書制度に基づく再生可能エネルギー利

用設備設置基準ガイドライン」に詳細を記載している。 

（https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/doc/2025/saiene_guidel

ines.pdf） 

その中から、太陽熱利用設備の算定方法について以下に抜粋し記載する。 

（後略） 
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（３）及び（４） （現行のとおり） 

（５）建設等する中小規模特定建築物等以外への設置（既存建築物等へ新設

する代替措置） 

（中略） 

（４）に示すとおり、特定供給事業者が建設等する中小規模特定建築物

等において再エネ利用設備を設置することが原則であり、既存建築物等へ

の新設は再エネ設置基準（定格出力）の２割までを上限に、適合するため

の措置とすることができる。より高い性能を目指す誘導すべき再エネ設置

基準においては、この上限は設けない。 

また、既存建築物等への新設を基準適合の措置とする場合は、当該既存

建築物等について、建築物環境報告書において報告することが必要である

（詳細は本章第８参照）。 

なお、新築建築物への設置を前提として設置量を計上した中小規模特定

建築物において、実際の設置が引き渡し後になってしまった場合、提出済

みの報告書において設置量を計上しているため、実際に設置した年度にお

いて、既存建築物等への新設として計上すること（実績の２重計上）はで

きないことに注意すること。 

（後略） 

（６）（現行のとおり） 

（７）その他の取扱い 

（中略） 

 

（参考）太陽光パネル設置に関するＱ＆Ａ（抜粋） 

※ 太陽光発電設備の設置について問合せの多い事項への回答を環

境局ホームページで公表。ここではその一部を抜粋して掲載する

（令和７年 11 月 20 日版）。 

（３）及び（４） （略） 

（５）建設等する中小規模特定建築物等以外への設置（既存建築物等へ新設

する代替措置） 

（中略） 

なお、（４）に示すとおり、特定供給事業者が建設等する中小規模特

定建築物等において再エネ利用設備を設置することが原則であり、既存

建築物等への新設は再エネ設置基準（定格出力）の２割までを上限に、

適合するための措置とすることができる。より高い性能を目指す誘導す

べき再エネ設置基準においては、この上限は設けない。 

また、既存建築物等への新設を基準適合の措置とする場合は、当該既

存建築物等について、建築物環境報告書において報告することが必要で

ある（詳細は本章第８参照）。 

＊ 建築物環境報告書において、確認申請時の設置計画を基に設置量を計

上した中小規模特定建築物において、実際の設置が引き渡し後になって

しまった場合であっても、提出済みの報告書において設置量を計上して

いるため、実際に設置した年度において、既存建築物等への新設として

計上すること（実績の２重計上）はできないことに注意すること。 

（後略） 

（６）（略） 

（７）その他の取扱 

（中略） 

 

（参考）太陽光パネル設置に関するＱ＆Ａ（抜粋） 

※ 太陽光発電設備の設置について問い合わせの多い事項への回答

を環境局ホームページで公表。ここではその一部を抜粋して掲載

する（令和６年９月 19 日版）。 
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URL:https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/q-

a_251120v2 

（後略） 

 

第５ 電気自動車充電設備整備基準及び誘導すべき同基準 

１ 電気自動車充電設備整備基準 

（現行のとおり） 

（１）充電設備整備基準を適用する駐車施設の区画 

充電設備整備基準を適用する駐車区画は、自動車（普通自動車、小型自動

車、軽自動車をいう。二輪自動車等は除く。）を１台駐車するために区画さ

れた空間をいう。ただし、次に掲げる駐車区画には基準を適用しない。 

①充電設備の設置が技術上、安全上又は法令上の事由により困難であると

認められる次の駐車区画。ただし、充電設備設置の技術進展等を踏まえ、

当面の間に限り、適用から除くこととする。一方、機械式立体駐車施設

の駐車区画（駐車場法施行令（昭和 32 年政令第 340 号）第 15 条に規

定する国土交通大臣の認定を受けた特殊の装置に限る。）に充電設備の

整備を行った場合は、充電設備整備基準で定める充電設備の必要な整備

数に含めることができる（令和８年度以降）。 

・機械式立体駐車施設の駐車区画 

・その他技術上、安全上又は法令上設置が困難であると認められる駐車

区画 

②から⑤まで （現行のとおり） 

（２）から（４）まで （現行のとおり） 

 

２（現行のとおり） 

 

URL：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/240919-

2_qa 

（後略） 

 

第５ 電気自動車充電設備整備基準及び誘導すべき同基準 

１ 電気自動車充電設備整備基準 

（略） 

（１）充電設備整備基準を適用する駐車施設の区画 

充電設備整備基準を適用する駐車区画は、自動車（普通自動車、小型自動

車、軽自動車をいう。二輪自動車等は除く。）を１台駐車するために区画さ

れた空間をいう。ただし、次に掲げる駐車区画には基準を適用しない。 

①充電設備の設置が技術上、安全上又は法令上の事由により困難であると

認められる次の駐車区画。ただし、充電設備設置の技術進展等を踏まえ、

当面の間に限り、適用から除くこととする。 

 

 

 

 

・機械式立体駐車施設の駐車区画 

・その他技術上、安全上又は法令上設置が困難であると認められる駐車

区画 

②から⑤まで （略） 

（２）から（４）まで （略） 

 

２（略） 
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第６ 建築物等に係る環境配慮の措置 

１及び２（現行のとおり） 

 

（参考）建築物環境報告書への記載イメージ （現行のとおり） 

 

（参考）東京エコビルダーズアワード 

都は、環境性能の高い建築物の普及に取り組む意欲的な事業者を表彰す

る「東京エコビルダーズアワード」を令和５年度から実施している。 

本制度で定める義務基準を達成している企業を表彰し、さらに、建物の

脱炭素化に向けて効果的な取組を実施している企業には「リーディングカ

ンパニー賞」を贈呈している。受賞企業は、東京都環境局のホームページ

で公表している。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/award 

 

 

《令和７年度表彰概要》 

 評価の概要 受賞企業 

ハイスタンダード賞 報告書制度で定める

基準を達成 

断熱・省エネ部門：36社 

再エネ部門：30社 

ハイスタンダード＋

（プラス）賞 

報告書制度で定める

基準を大幅に上回る

「誘導基準」を達成 

断熱・省エネ部門：30社 

再エネ部門：22社 

第６ 建築物等に係る環境配慮の措置 

１及び２（略） 

 

（参考）建築物環境報告書への記載イメージ （略） 

 

（参考）東京エコビルダーズアワード 

都は、本制度の開始に先駆け、環境性能の高い建築物の普及に取り組む

意欲的な事業者を表彰する「東京エコビルダーズアワード」を令和５年度

から実施している。 

本制度で定める省エネルギー性能基準又は再エネ設置基準を先行達成

している企業を表彰し、さらに、環境性能の高い住宅等の普及に向けた先

進的な取組を実施している企業には「リーディングカンパニー賞」を贈呈

している。受賞企業は、東京都環境局のホームページで公表している。 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/ecoaward.ht

ml#cms178B0 

《令和５年度実施結果》 

 評価の概要 受賞企業 

ハイスタンダード賞 報告書制度で定める

基準を先行して達成 

断熱・省エネ部門：21 社 

再エネ部門：19社 

ソーラーチャレンジ

賞 

前年度比較で PV 設

置率が一定水準以上

増加 

７社 

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/green_housing/award
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/ecoaward.html#cms178B0
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/ecoaward.html#cms178B0
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リーディングカンパ

ニー賞 

基準達成に加え建物

の脱炭素化に向けて

効果的な取組を実施 

総合部門：６社 

分譲・賃貸部門：５社 

地域ビルダー部門：５社 

 

第７ 環境性能の説明 

（現行のとおり） 

 

第８ 建築物環境報告書の作成等 

１ （現行のとおり） 

２ 建築物環境報告書の記載事項等 

（１）（現行のとおり） 

（２）記載する取組状況等について 

  （中略） 

① 基準の適合状況 

特定供給事業者等が建築確認申請時点で、当該中小規模特定建築物

等において実施しようとしている内容に基づき報告する。建築確認申

請時点の実施計画から変更が生じた場合、変更後の内容に基づき報告

する（当該中小規模特定建築物について記載した建築物環境報告書を

提出するまでの間の変更を反映して報告）。ただし、本章第３に示す

省エネルギー性能基準及び誘導すべき同基準に関して、建築物省エネ

法において、軽微な変更に該当する場合は建築物エネルギー消費性能

適合性判定の再実施を不要としている。このため、本制度の基準適合

状況が変わらない範囲で、建築物省エネ法の軽微な変更に該当し省エ

リーディングカンパ

ニー賞 

１ .報告書制度で定

める基準を達成 

２ .環境性能の高い

住宅等の普及に向け

た先進的な取組等 

断熱・省エネ部門：９社 

再エネ部門：８社 

 

第７ 環境性能の説明 

（略） 

 

第８ 建築物環境報告書の作成等 

１ （略） 

２ 建築物環境報告書の記載事項等 

（１）（略） 

（２）記載する取組状況等について 

  （中略） 

① 基準の適合状況 

特定供給事業者等が建築確認申請時点で、当該中小規模特定建築物

等において実施しようとしている内容に基づき報告する。建築確認申

請時点の実施計画から変更が生じた場合、変更後の内容に基づき報告

する（当該中小規模特定建築物について記載した建築物環境報告書を

提出するまでの間の変更を反映して報告）。ただし、本章第３に示す

省エネルギー性能基準及び誘導すべき同基準に関して、令和７年４月

１日に施行される改正後の建築物省エネ法において、軽微な変更に該

当する場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定の再実施を不要

としている。このため、本制度の基準適合状況が変わらない範囲で、
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改正後（第 2.0 版） 改正前（第 1.2 版） 

ネ性能の再計算が不要な場合は、変更後の内容ではなく建築確認申請

時点の実施計画の内容に基づき報告することも可能とする※。 

※建築物省エネ法の軽微な変更に該当しても、本制度の省エネルギー性

能基準及び誘導すべき同基準への適合又は不適合の別が変わる場合

は、変更後の内容に基づき報告する必要があることに留意する。 

 

② （現行のとおり） 

（３）から（６）まで （現行のとおり） 

 

３及び４（現行のとおり） 

 

第９ 建築物環境報告書の公表 

（現行のとおり） 

 

第１０ 都による指導・助言、勧告等の措置 

（現行のとおり） 

 

第３章 関係規定集 

（省略） 

 

建築物省エネ法の軽微な変更に該当し省エネ性能の再計算が不要な

場合は、変更後の内容ではなく建築確認申請時点の実施計画の内容に

基づき報告することも可能とする※。 

※建築物省エネ法の軽微な変更に該当しても、本制度の省エネルギー性

能基準及び誘導すべき同基準への適合又は不適合の別が変わる場合

は、変更後の内容に基づき報告する必要があることに留意する。 

  ② （略） 

（３）から（６）まで （略） 

 

３及び４（略） 

 

第９ 建築物環境報告書の公表 

（略） 

 

第１０ 都による指導・助言、勧告等の措置 

（略） 

 

第３章 関係規定集 

（省略） 

 

 


